
○
会
社
分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
労
働
省
令
第
四
十
八
号
）
改
正
内
容
案
（
今
後
法
技
術
的
な
修
正
が
あ
り
う
る
。
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
労
働
者
へ
の
通
知
）

（
労
働
者
へ
の
通
知
）

第
一
条

会
社
分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
一
条

会
社
分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

通
知
の
相
手
方
た
る
労
働
者
が
法
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す

一

通
知
の
相
手
方
た
る
労
働
者
が
法
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
の
別

る
か
の
別

二

通
知
の
相
手
方
た
る
労
働
者
が
法
第
二
条
第
一
項
の
分
割
（
以
下
「
会
社
分

（
新
設
）

割
」
と
い
う
。
）
を
す
る
同
条
第
二
項
の
会
社
（
以
下
「
分
割
会
社
」
と
い
う

。
）
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
の
分
割
契

約
等
（
以
下
「
分
割
契
約
等
」
と
い
う
。
）
に
同
条
第
一
項
の
承
継
会
社
等
（

以
下
「
承
継
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
承
継
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も
の
は
、

分
割
契
約
等
に
係
る
会
社
分
割
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
（
以
下
「
効
力
発
生

日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
分
割
会
社
か
ら
承
継
会
社
等
に
包
括
的
に
承
継
さ
れ

る
た
め
、
そ
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
は
、
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と

三

分
割
会
社
か
ら
承
継
会
社
等
に
承
継
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「
承
継
さ
れ
る
事

二

法
第
二
条
第
一
項
の
分
割
（
以
下
「
会
社
分
割
」
と
い
う
。
）
を
す
る
同
条

業
」
と
い
う
。
）
の
概
要

第
二
項
の
会
社
（
以
下
「
分
割
会
社
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
条
第
一
項
の
承
継

会
社
等
（
以
下
「
承
継
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
承
継
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「

承
継
さ
れ
る
事
業
」
と
い
う
。
）
の
概
要

四

効
力
発
生
日
以
後
に
お
け
る
分
割
会
社
及
び
承
継
会
社
等
の
商
号
、
住
所
（

三

分
割
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
（
以
下
「
効
力
発
生
日
」
と
い
う
。
）
以
後

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定

に
お
け
る
分
割
会
社
及
び
承
継
会
社
等
の
商
号
、
住
所
（
会
社
法
（
平
成
十
七

す
る
新
設
分
割
設
立
会
社
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）
、
事
業
内
容
及
び
雇
用
す
る

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
分
割
設
立

こ
と
を
予
定
し
て
い
る
労
働
者
の
数

会
社
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）
、
事
業
内
容
及
び
雇
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
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る
労
働
者
の
数

五

効
力
発
生
日

四

効
力
発
生
日

六

効
力
発
生
日
以
後
に
お
け
る
分
割
会
社
又
は
承
継
会
社
等
に
お
い
て
当
該
労

五

効
力
発
生
日
以
後
に
お
け
る
分
割
会
社
又
は
承
継
会
社
等
に
お
い
て
当
該
労

働
者
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
従
事
す
る
業
務
の
内
容
、
就
業
場
所
そ
の
他

働
者
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
従
事
す
る
業
務
の
内
容
、
就
業
場
所
そ
の
他

の
就
業
形
態

の
就
業
形
態

七

効
力
発
生
日
以
後
に
お
け
る
分
割
会
社
及
び
承
継
会
社
等
の
債
務
の
履
行
の

六

効
力
発
生
日
以
後
に
お
け
る
分
割
会
社
及
び
承
継
会
社
等
の
債
務
の
履
行
の

見
込
み
に
関
す
る
事
項

見
込
み
に
関
す
る
事
項

八

法
第
四
条
第
一
項
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
異
議
が
あ
る
場
合
は
そ
の
申
出

七

法
第
四
条
第
一
項
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
異
議
が
あ
る
場
合
は
そ
の
申
出

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
異
議
の
申
出
を
行
う
際
の
当
該
申
出
を
受
理
す

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
異
議
の
申
出
を
行
う
際
の
当
該
申
出
を
受
理
す

る
部
門
の
名
称
及
び
住
所
又
は
担
当
者
の
氏
名
、
職
名
及
び
勤
務
場
所

る
部
門
の
名
称
及
び
住
所
又
は
担
当
者
の
氏
名
、
職
名
及
び
勤
務
場
所

（
承
継
さ
れ
る
事
業
に
主
と
し
て
従
事
す
る
者
の
範
囲
）

（
承
継
さ
れ
る
事
業
に
主
と
し
て
従
事
す
る
者
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

分
割
契
約
等
を
締
結
し
、
又
は
作
成
す
る
日
に
お
い
て
、
承
継
さ
れ
る
事
業

一

法
第
二
条
第
一
項
の
分
割
契
約
等
（
以
下
「
分
割
契
約
等
」
と
い
う
。
）
を

に
主
と
し
て
従
事
す
る
労
働
者
（
分
割
会
社
が
当
該
労
働
者
に
対
し
当
該
承
継

締
結
し
、
又
は
作
成
す
る
日
に
お
い
て
、
承
継
さ
れ
る
事
業
に
主
と
し
て
従
事

さ
れ
る
事
業
に
一
時
的
に
主
と
し
て
従
事
す
る
よ
う
に
命
じ
た
場
合
そ
の
他
の

す
る
労
働
者
（
分
割
会
社
が
当
該
労
働
者
に
対
し
当
該
承
継
さ
れ
る
事
業
に
一

分
割
契
約
等
を
締
結
し
、
又
は
作
成
す
る
日
に
お
い
て
当
該
日
後
に
当
該
承
継

時
的
に
主
と
し
て
従
事
す
る
よ
う
に
命
じ
た
場
合
そ
の
他
の
分
割
契
約
等
を
締

さ
れ
る
事
業
に
主
と
し
て
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場

結
し
、
又
は
作
成
す
る
日
に
お
い
て
当
該
日
後
に
当
該
承
継
さ
れ
る
事
業
に
主

合
を
除
く
。
）

と
し
て
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

(

略)

二

（
略
）

（
労
働
組
合
へ
の
通
知
）

（
労
働
組
合
へ
の
通
知
）

第
三
条

法
第
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

第
三
条

法
第
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

第
一
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の

一

第
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の

二
及
び
三

（
略
）

二
及
び
三

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）


